


核のゴミから未来を守る青森県民の会への回答 

Ｉ 計画に対する知事の見解について 

（１）計画報告の目的、意図について事業者の説明内容及びそれに対して知事が 

「県民の一定の不安解消につながる」と受け止めた理由について伺う。 

（２）計画の前提条件①②の搬出必要量、RFS からの搬入・搬出及び再処理工場

への搬入可能量の具体的数値は、「全て想定」であり、計画自体、根拠及び実

現性と説得力のない、「絵に描いた餅」と考えるが、知事の見解と今後の対応

について伺う。 

（３）知事として、問題点等を指摘し、明らかにしなければ、事業者、県民は、知

事が計画を了承したと受け止めると考えるが、知事の見解と対応について伺

う。 

Ⅱ 計画の全体像に関して 

（９）計画でＲFS への搬入、搬出計画及び日本原燃再処理工場への搬入計画につ

いて２０９０年代初頭まで「前提条件と想定」を基に公表された。 

しかし、東電等の２０９０年代初頭までの原発稼働状況、使用済核燃料の現

在貯蔵量及び今後の発生見込量、更にはプルトニウム利用計画の全体像が示さ

れていないのでは計画の妥当性、正当性を検証できず、知事は全体像を求める

べきと考えるが知事の見解と対応について伺う。 

（10）計画で日本原燃再処理工場への搬入計画を２０９０年代初頭まで「前提条

件と想定」を基に公表された。 

しかし、再処理工場の全電力会社を対象とした２０９０年代初頭搬入後以

降までの再処理工場及び原発の稼働状況と使用済核燃料の現在貯蔵量並びに

今後の発生見込量とプルトニウム利用計画の全体像が示されていないので計

画の妥当性、正当性を検証できず、知事は日本原燃再処理工場の全体像を求

めるべきと考えるが、知事の見解と対応について伺う。 

（39）前提条件が、根拠と裏付けのない「想定」尽くしで、重要なポイントで

は、福島事故関連については、「炉等規制法」に基づきとし、再処理の長期

利用については「国の方針」をもとにと責任逃れの記述等では計画策定が知

事、むつ市長、県議会等から要請されたからとの形式的、アリバイ作りとの

認識を持ち、両電力会社、ＲＦＳ及び国に対する県民の信頼、信用が更に低

下すると考えるが知事の見解と対応について伺う。 

 

 



答１ かねてより県が提示を求めてきたリサイクル燃料備蓄センターに関する使用

済燃料の搬入・搬出計画について、去る７月７日、事業者から報告がありましたが、

様々な変動要因、不確実性がある中、現時点の検討状況であり、さらに検討を重ね

るとのことでした。 

 

２ このため、事業者に対し、中間貯蔵後の六ケ所再処理工場への搬出について、数

字的な説明があったことは、県民の皆様の一定の不安解消につながるものと受け止

めているが、年々確実性を高め、整合性が取れるように取り組んでいくよう求めた

ところです。 

 

３ 今回の報告は、現時点の事業者の見通しであり、更に検討を重ねるとしているこ

とから、県としては、今後報告があれば内容を踏まえ、適切に対応していきます。 

 

 

（４）計画を公表した事業者には県民に対する説明責任があり、知事はそのこと

を事業者に求めるべきと考えるが知事の見解と対応について伺う。 

（５）計画を受け取った知事にも県民に対する説明責任があると考えるが知事の

見解と対応について伺う。 

 

答１ 今回の報告は、現時点の事業者の見通しであり、更に検討を重ねるとしている

ことから、県としては、今後報告があれば内容を踏まえ、適切に対応していきます。 

 

２ なお、東京電力ホールディングス株式会社、日本原子力発電株式会社及びリサイ

クル燃料貯蔵株式会社では、今回の検討状況について、各社のウェブサイトにおい

て、公表しているところです。 

 

 

（６）最終的な計画が報告される時期及びそれまでの検討内容について伺う。 

 

答 最終的な計画の報告について、東京電力ホールディングス株式会社によると、 

 ○引き続き、更なる検討を行った上でまとまり次第、改めて県・市に対して報告す

る 

 とのことです。 



（７）「複数検討のうちの一つ」とあるが、他の検討内容及び、それらの中から

「検討中」であるにもかかわらず、この度の内容を７月７日に報告した理由

について伺う。 

 

答 ７月７日に報告した理由について、東京電力ホールディングス株式会社によると、 

 ○他の検討状況については、具体的な想定が完了していないことから、詳細につい

て申し上げることは差し控える 

○中長期的な貯蔵計画については、県・市から早期提示を要請いただき、国からも

指導があったため、現在の検討状況について報告が必要と考え、７月７日に現在

の検討状況について報告したものである 

 とのことです。 

 

 

（８）計画が報告されたからとして、今年度の搬入計画を認めるべきでないと考

えるが、知事の見解と対応について伺う。 

 

答 リサイクル燃料備蓄センターへの令和７年度の使用済燃料の搬入に当たっては、

本年３月２４日に二役・関係部局長会議を開催し、国及び事業者が、原子力・核燃

料サイクル政策の実現に向け取り組んでいると認められ、使用済燃料中間貯蔵事業

及び再処理事業が実施できる環境にある、又はそのための環境整備が図られている

ことを確認したところです。 

 

 

Ⅲ ＲＦＳへの搬入、搬出に関して 

（11）両電力会社の使用済核燃料の搬入の根拠となる以下について伺う。 

① 両電力会社で現在保有している使用済核燃料は東電が7,040 トン、日本

原電が1,180 トンであるがこの内既に再処理工場に搬入された量を電力会

社別に伺う。 

② 次に今後の稼働によって発生する使用済核燃料の量を電力会社別に、発生

時期について伺う。 

③ 更に、東電等、保有の使用済核燃料を最終的に再処理工場に直接搬入する

量とRFS に搬入する総量を電力会社別に伺う。 



答１ 使用済燃料の搬入量等について、東京電力ホールディングス株式会社によると、 

 ○２０２５年 7月末時点で、東京電力としては、再処理工場に約 890トンを貯蔵

している 

 ○今回は現在の検討状況についてご報告したもので、お示ししたグラフは様々な変

動要因を考慮しながら複数検討している中での一つであり、計画として確定した

ものではない。電力会社別の使用済燃料の量や発生時期などは変動要因をどのよ

うに想定するかで変化するため、確定的に申し上げることはできず、同様に、再

処理工場に直接搬入する量やRFS に搬入する総量等を確定的に申し上げること

はできない 

 とのことです。 

 

２ また、日本原子力発電株式会社によると、 

 ○２０２５年 7月末時点で、日本原子力発電としては、発電所敷地内で管理してい

る使用済燃料以外に再処理工場にて約 180 トンを貯蔵している 

 ○東海第二は、新規制基準に基づく安全性向上対策を進めており、敦賀 2号機につ

いても、新規制基準適合に係る設置変更許可申請に向けた追加調査の検討を進め

ているところであり、稼働時期は見通せない状況にある。このような状況下にお

ける現在の検討状況として、今回の計画についてご報告したもので、複数検討し

ている計画の中での一つであり、使用済燃料の量や発生時期を具体的に申し上げ

ることは差し控えたい 

 ○今回の計画は、東海第二、敦賀 2号機の再稼働に向けた進捗、再処理工場の審査

や工事の進捗などを踏まえ、複数検討している計画のうちの 1 つであり、再処理

工場に直接搬入する量と RFS に搬入する総量を具体的に申し上げることは差し

控えたい 

 とのことです。 

 

 

（12）1 棟目、２０３０年代から２０４０年代初頭までに年間２００トンから  

３００トン搬入するとあるが電力会社別と原発別に搬入時期について伺う。 

（東電は少なくとも３基想定としているが曖昧である） 

（13）２０４０年代初頭に、2棟目搬入開始し、２０５０年代前半に搬入完了と

しているが、電力会社別と原発別に搬入量と時期について伺う。 

 

 

 



答１ 使用済燃料の搬入時期について、東京電力ホールディングス株式会社によると、 

 ○今回は現在の検討状況についてご報告したもので、お示ししたグラフは様々な変

動要因を考慮しながら複数検討している中での一つであり、計画として確定した

ものではない。電力会社別および発電所別の搬入時期は、変動要因をどのように

想定するかで変化するため、確定的に申し上げることはできない 

 とのことです。 

 

２ また、日本原子力発電株式会社によると、 

 ○今回の計画は、東海第二、敦賀 2号機の再稼働に向けた進捗、再処理工場の審査

や工事の進捗などを踏まえ、複数検討している計画のうちの 1 つであり、搬入時

期を具体的に申し上げることは差し控えたい 

 とのことです。 

 

 

（14）2棟目の建設スケジュール及び東電等で 4,500トン搬入見込の場合は規

模を見直すのか伺う。 

 

答 2棟目の中間貯蔵施設の建設について、東京電力ホールディングス株式会社によ

ると、 

 ○今回の報告は、県・市からの早期提示の要請や、国からの指導を踏まえた、現時

点での検討状況の説明であり、現時点で両社合計の少なくとも 4,000～4,500

トン程度の貯蔵容量が必要であるとの見通しを得たものである 

 ○両社として「容量が余る」などといったことを決めた事実は、一切ない 

 ○なお、5,000 トンは立地当初に事業者から地元にお示ししたものであり、実現

に向けて最大限検討することが事業者として必要と考えている 

 ○両社として引き続き検討を進め、改めて県・市に対して報告する予定である 

 とのことです。 

 

 

（15）東電等以外の電力会社と使用済 MOX 燃料は 4,500トンに含まれないこ

とを確認したのか伺う。 

 

 



答 今回の報告について、東京電力ホールディングス株式会社によると、 

 〇東京電力ホールディングス株式会社と日本原子力発電株式会社の利用計画とし

て報告したもの 

 〇使用済 MOX 燃料については含まれていない 

 とのことです。 

 

 

Ⅳ 日本原燃再処理工場への搬入に関して 

（16）1 棟目の再処理工場への搬出を２０６４年頃から２０７４年までに年間 

300トンの合計 3,000 トンとし、2 棟目を２０８０年代中頃から２０９０

年代初頭までの５年間で 1,500トンとした根拠について伺う。 

（17）１棟目も２棟目も年間３００トンとせず、もっと多く搬出し、２棟目の搬

出も１棟目に引き続き、２０７４年から搬出すれば、ＲＦＳからもっと早く

全て搬出できると考えるがそうしなかった理由について伺う。 

 

答 使用済燃料の搬出について、東京電力ホールディングス株式会社によると、 

 ○RFS から日本原燃再処理工場への搬出に関しては、1棟目、2 棟目それぞれに

ついて、RFS の貯蔵期間である 50年目までにはすべての搬出が完了するよう

に計画を検討しているところ 

 ○なお、今回は現在の検討状況についてご報告したもので、お示ししたグラフは

複数検討している中での一つであり、計画として確定したものではない 

 とのことです。 

 

 

（18）日本原燃再処理工場への搬入に関して、国、日本原燃、及び電気事業連合

会と調整、協議したのか伺う。 

 

答 使用済燃料の日本原燃再処理工場への搬入について、東京電力ホールディングス

株式会社によると、 

 ○今回は現時点の検討状況について御報告したもので、お示ししたグラフは複数検

討している中の一つであり、最終的な計画ではない 

 ○搬入可能量は東京電力及び日本原子力発電から再処理工場での再処理量の約４

割の使用済燃料を搬入可能と想定したものである 

 〇毎年の搬入量は関係個所との調整などを踏まえ、至近の計画から順次確定してい 



  く 

 とのことです。 

 

 

（19）２０６４年ごろから２０９０年代初頭までに六ヶ所再処理工場に搬出する

とのことであるが、再処理を前提としたもので、２０９０年代初頭以降までの

プルトニウム利用計画について、電力会社別、原発別にスケジュールも伺う。 

 

答１ プルトニウム利用計画について、東京電力ホールディングス株式会社によると、 

 ○当社としては、原子燃料サイクルの推進という国の基本的方針のもと、立地地域

の皆さまからの信頼回復に努めること、及び確実なプルトニウム消費を基本に、

自社のいずれかの原子炉でプルサーマルを実施する方針である 

 ○また、一部のプルトニウムは大間原子力発電所への供給による利用も想定してい

る 

 ○これらにより、使用済燃料を再処理工場に搬入し、プルトニウムを利用していく

原子燃料サイクルの環を、しっかりと実現していく 

 とのことです。 

 

２ また、日本原子力発電株式会社によると、 

 ○当社としては、原子燃料サイクルの推進という国の基本的方針のもと、自社で保

有するプルトニウムを自社の責任で利用するという考えに変わりはない 

 ○プルサーマルの実施に向け、地域の皆様の御理解を得られるよう進めていく 

 とのことです。 

 

 

（20）当県民の会の知事に対する2025 年（令和7 年）６月２６日提出の公開

質問状に対する２０２５年（令和7 年）７月15 日付回答では、東京電力所

有のプルトニウムを大間原発に利用するとあるが、それに至った経緯と大間原

発で利用する量及び時期について伺う。 

また、大間原発で利用する東電以外電力会社所有のプルトニウム量を電力

会社別に伺う。更に、日本原電所有のプルトニウムは、自社以外の電力会社

が利用しないのか伺う。 

 



答１ 電力会社が所有するプルトニウムの大間原子力発電所での利用について、電源

開発株式会社によると、 

 ○２００９年11月12日に国内電力各社と当社とで海外におけるプルトニウム譲

渡について契約を締結した 

 ○各社のプルトニウムは下表のとおり当社に譲渡される予定であり、初装荷及び第

１回目の取替えで利用する予定 

電力会社 
プルトニウム譲渡予定量＊１、＊２ 

(Puf) 

東北電力株式会社 約 0.1トン 

東京電力株式会社 約 0.7トン 

中部電力株式会社 約 0.1トン 

北陸電力株式会社 約 0.1トン 

中国電力株式会社 約 0.2トン 

四国電力株式会社 約 0.0トン 

合計 約 1.3トン 

    ＊１：プルトニウム譲渡予定量はプルトニウム中に含まれる核分裂性プルト

ニウム（Puf）量を記載。 

    ＊２：端数処理（小数点第２位四捨五入）の関係で譲渡予定量が表記上 0.0

となる場合や各社譲渡予定量の足し算の和が合計と異なる場合があ

る。 

 とのことです。 

 

２ 日本原子力発電株式会社が所有するプルトニウムの利用について、同社によると、 

 ○当社としては、原子燃料サイクルの推進という国の基本的方針のもと、自社で保

有するプルトニウムを自社の責任で利用するという考えに変わりはない 

 とのことです。 

 

 

 



（21）東電等の原発は老朽化し、２０９０年代初頭以降までに安定的安全性を確

保するのは困難と考えることから、電力会社別、原発別の稼働見込時期につ

いて伺う。 

 

答１ 原子力発電所の稼働見込時期について、東京電力ホールディングス株式会社に

よると、 

 ○今回は現在の検討状況についてご報告したもので、今回お示ししたグラフは複数

検討している中での一つであり、計画として確定したものではない。発電所別の

稼働見込時期などは変動要因をどのように想定するかで変化するため、確定的に

申し上げることはできない 

 とのことです。 

 

２ また、日本原子力発電株式会社によると、 

 ○今回の計画は、複数検討している計画のうちの 1つであり、発電所の稼働見込み

時期を具体的に申し上げることは差し控えたい 

 とのことです。 

 

 

（22）２０９０年代初頭、２棟目からの搬入完了時点の※棒グラフの搬入可能量

の根拠及び、各発電所からの搬入量を電力会社別に伺う。 

 

※棒グラフ ２０２５年７月７日付東京電力HD（株）、日本原子力発電（株）リ

サイクル燃料貯蔵（株）から、青森県及びむつ市に報告された、リサイクル

燃料貯蔵（株）ＲFS に関する中長期搬入・搬出計画（複数検討のうちの一

つ）図 

 

答１ 使用済燃料の日本原燃再処理工場への搬入可能量について、東京電力ホールデ

ィングス株式会社によると、 

 ○搬入可能量は東京電力及び日本原子力発電から再処理工場での再処理量の約 4

割の使用済燃料を搬入可能と想定したもの 

 ○なお、今回は現在の検討状況についてご報告したもので、お示ししたグラフは複

数検討している中での一つであり、計画として確定したものではない 

 とのことです。 

 



２ また、日本原子力発電株式会社によると、 

 ○搬入可能量については、東京電力殿及び当社から再処理工場での再処理量の約 4

割の使用済燃料を搬入可能と想定した 

 ○なお、今回の計画は、東海第二、敦賀 2 号機の再稼働に向けた進捗、再処理工場

の審査や工事の進捗などを踏まえ、複数検討している計画のうちの 1つであり、

各発電所からの搬入量を具体的に申し上げることは差し控えたい 

 とのことです。 

 

 

（23）２０９０年代初頭以降ＲFS からの搬入を完了するとあるが、ＲFS 以外

の原発からの搬入を終了する時期について伺う。 

また、RFS 搬入分及び原発搬入分の各々の再処理の終了時期について伺

う。 

 

答１ 使用済燃料の日本原燃再処理工場への搬入及び再処理について、東京電力ホー

ルディングス株式会社によると、 

 ○RFS から日本原燃再処理工場への搬出に関しては、1 棟目、2 棟目それぞれに

ついて、RFS の貯蔵期間である 50 年目までにはすべての搬出が完了するよう

に計画を検討しているところ 

 ○なお、今回は現在の検討状況についてご報告したもので、お示ししたグラフは複

数検討している中での一つであり、計画として確定したものではない 

 ○また、RFS 以外の原子力発電所からの将来の搬入の計画などは、現時点で具体的

に確定したものはない 

 ○いずれにしても、当社としては、将来においても、国の基本的方針に基づき、そ

の時点での状況を踏まえて、再処理をはじめとする核燃料サイクルを適切に推進

していく 

 とのことです。 

 

２ また、日本原子力発電株式会社によると、 

 ○今回の計画は、東海第二、敦賀 2号機の再稼働に向けた進捗、再処理工場の審査

や工事の進捗などを踏まえ、複数検討している計画のうちの 1 つであり、再処理

の終了時期等を具体的に申し上げることは差し控えたい 

 とのことです。 

 



（24）RFS から再処理工場に搬入しようとしてもプルトニウム利用が進まず、

再処理されない使用済核燃料が再処理工場に貯蔵されていれば、ＲFS から

の搬入が困難となり、RFS に50年以上貯蔵されることになり、容認できな

いと考えるが知事の見解と対応について伺う。 

（31）プルトニウム利用計画がすすまなければ再処理されずに六ヶ所再処理工場

で長期間貯蔵することになり、知事は容認すべきでないと考えるが知事の見

解と対応について伺う。 

 

答 プルトニウムの利用については、本年３月に改定された第７次エネルギー基本計

画においても、我が国は、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有

効利用する核燃料サイクルの推進を基本的方針としており、去る７月７日の事業者

からの報告においても、 

 ○原子燃料サイクルの推進という国の基本的方針の下、自社で保有するプルトニウ

ムを自社の責任で利用する 

 等の発言があり、国・事業者においては、中長期的に責任を持って取り組んでいた

だきたいと考えています。 

 

 

（25）原発からの搬入量が年間200トン（２０３０年代初頭から２０６０年代初

頭）で、２０７０年代初頭から２０８０年代後半は年間100トンとなってい

るが、この間の再処理量を年間200トンから100トンとした根拠について伺

う。 

 

答 使用済燃料の日本原燃再処理工場への搬入量について、東京電力ホールディング

ス株式会社によると、 

 ○計画の前提条件として、現時点では稼働基数を決定していないが、少なくとも３

基が稼働すると想定し、安定的な運転の維持のために順次使用済燃料を搬出する

とともに、運転終了後の計画的な廃炉のために速やかに使用済燃料を搬出すると

想定した 

 ○再処理工場へは、比較的早い時期により多くの燃料を毎年一定量搬入する計画と

している 

 ○なお、今回は現在の検討状況について報告したものであり、計画として確定した

ものではない 

 とのことです。 



（26）２０９０年代初頭までの８０年間の累積搬入量の15,100 トンは、イコー

ル再処理量であり、現在電力会社が保有している使用済核燃料、19,600 ト

ンより、4,500 トン少ない理由について伺う。 

（27）再処理されない4,500 トンは、直接処分するのか、その対応について伺

う。 

 

答 東京電力ホールディングス株式会社によると、 

 ○今回お示した日本原燃再処理工場への累積搬入可能量は東京電力及び日本原子

力発電からの搬入可能量（再処理量の約 4割）であり、全電力からの搬入可能量

をお示ししたものではない 

 とのことです。 

 

 

（28）使用済核燃料は、現在保有している他に２０９０年代初頭までに稼働する

原発から新たに発生するが、その発生量見込を、各電力会社別に伺う。   

 

答 各電力会社における使用済燃料の発生量の見込みについて、電気事業連合会によ

ると、 

 ○使用済燃料の発生見通しは再稼働状況や発電所の運転状況にもよるため、一概に

申し上げることはできない 

 とのことです。 

 

 

（29）上記発生見込の使用済核燃料はいつ再処理するのか、その対応について伺

う。 

 

答 今後発生する使用済燃料の再処理について、電気事業連合会によると、 

 ○資源に乏しい我が国は、長期的なエネルギーセキュリティ確保、資源の有効利用、

高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減などの観点から、原子力開発当初か

ら再処理路線を選択しており、長きにわたり国の重要な政策として位置付けられ

ている 

 ○発生した使用済燃料については、国の政策に基づき順次、再処理を行い、有効活



用していく 

 とのことです。 

 

（30）各原発の老朽化がすすみ、２０９０年代初頭まで稼働している原発は不明

で、プルトニウムが余剰となる恐れがあることから、現在所有しているプル

トニウム量の約４０トンを含み、２０９０年代初頭までと、それ以降の電力

会社別のプルトニウム利用計画を伺う。 

 

答 電気事業連合会によると、 

 ○各社の翌年度から３年間のプルトニウムの利用計画をとりまとめ、毎年度公表を

行っている 

 ○電力１１社は「新たなプルサーマル計画」として２０２０年１２月に公表したと

おり、プルサーマルの早期かつ最大限の導入を目指すこと、また、２０３０年度

までに少なくとも１２基のプルサーマル実施を目指すこととしている 

 ○各社は、利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則の下、プルサーマルの

推進に最大限取り組んでいく 

 とのことです。 

 

 

（32）２０９０年代まで再処理することは、それまでに発生する使用済MOX燃料

の再処理も必要となると考えるが、その発生見込量及び想定されている、六

ヶ所再処理工場で再処理を終了する時期について伺う。 

 

答１ 使用済ＭＯＸ燃料の発生見込量について、電気事業連合会によると、 

 ○使用済 MOX 燃料はプルサーマル炉の運転計画に基づき、MOX 燃料を原子力発

電で使い終えた際に発生するが、その発生見通しについては、再稼働状況や発電

所の運転状況にもよるため、一概に申し上げることはできない 

 とのことです。 

 

２ また、使用済ＭＯＸ燃料の再処理については、 国によると、 

 ○これから実証研究が始められる段階であり、六ケ所再処理工場で再処理する方針

を決めた事実はない 

 とのことです。 



V 前提条件に関して 

（33）福島第一原発事故の福島第二及び第一の５．６号機の事故後の点検、技術

評価実施とあるが、その時期と内容及び国の評価について伺う。 

また、上記原発からのRFSに搬入される使用済核燃料の量について伺う。 

 

答１ 福島第一原子力発電所事故後の福島第二原子力発電所等の点検や技術評価に

ついて、東京電力ホールディングス株式会社によると、 

 ○２０１１年３月の東日本大震災発生後、福島第二、福島第一 5, 6 号機と共用プ

ールの水温は上昇したが、使用済燃料を覆うのに十分な水位があり、燃料の露出

がないことを震災後の巡視点検でも確認している。また、現在までプール水の核

種分析の結果から燃料の損傷を示すデータは認められていないため、使用済燃料

の損傷は無かったと考えている 

 ○なお、福島第一原子力発電所では、２０１２年１２月～２０１３年１月にかけて、

震災当時共用プールに貯蔵していた使用済燃料 26 体の抜き取り外観点検を実

施し、いずれも異常は見られなかった 

 ○また、福島第二原子力発電所では、２０１２年１１月～１２月にかけて、4号機

において８体の燃料集合体の抜き取り外観点検を実施するとともに、２０１３年

～２０１９年にかけて、各号機35体の燃料集合体の抜き取り外観点検を実施し、

異常は見られなかった 

 とのことです。 

 

２ また、RFS への使用済燃料の搬入量について、同社によると、 

 ○現在、当社では発電所に合計約 6,140 トンの使用済燃料を貯蔵しており、その

内訳は、柏崎刈羽に 2,360トン、福島第一に 2,130トン、福島第二に 1,650

トンである。それぞれの発電所からどれだけ RFS に搬出するか具体的には決め

ていない 

 とのことです。 

 

 

（34）福島第一の1～4 号機について引き続き技術的検討を行うとしているが、

その内容と方法、スケジュール、国の評価について伺う。 

また、上記保管している使用済核燃料の量について伺う。 

 

答 福島第一原子力発電所１～４号機の使用済燃料の技術的検討等について、東京電



力ホールディングス株式会社によると、 

 ○福島第一原子力発電所1～4号機の使用済燃料プールに貯蔵していた使用済燃料

は、その他の発電所の使用済燃料とは異なり、注水した海水の影響等が考えられ

ることから、「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所１～４

号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」でも示しているとおり、それら

の影響も踏まえた燃料の長期的な健全性の評価及び処理に向けた検討を行い、そ

の結果を踏まえ、将来の処理・保管方法を決定することとしている 

 ○対象は 2,724体、469トン（172kgU/体で換算）である 

 とのことです。 

 

 

（35）更に、上記には燃料デブリも含まれるのか伺う。 

 

答 東京電力ホールディングス株式会社によると、 

 ○含まれない 

 とのことです。 

 

 

（36）平成１７年の立地要請時の国及び東京電力資料には「再処理のために、六

ヶ所再処理工場の再処理能力を超えた分、中間貯蔵するとある」がこの考え

方は現在も変わらないのか伺う。 

 

答 東京電力ホールディングス株式会社によると、 

 〇原子燃料サイクルを国の基本的方針とする我が国において、使用済燃料の貯蔵能

力を拡大し、原子燃料サイクルの運営の柔軟性を確保し、中長期的なエネルギー

安全保障に寄与する、といった RFS の本質的な意義は、立地をお願いした時か

ら現在に至るまで変わっていない 

○一方、原子力発電所の稼働状況や、それに伴う使用済燃料の発生状況は、立地を

お願いした時から変化しており、こうした状況変化も踏まえつつ、RFS の中間貯

蔵施設については、50 年の期限の範囲内で使用済燃料を貯蔵し、再処理工場で

処理していく 

 とのことです。 

 



（37）計画前提条件①で東電の運転終了後の計画的な廃炉のため搬出を想定とあ

り、日本原電敦賀１号の計画的な廃止措置のため、できるだけ速やかに搬出

を想定とあるのは、廃炉のために中間貯蔵施設を建設したこととなり、平成

１７年時の説明に反すると考えるが、知事の見解と対応について伺う。 

 

答 東京電力ホールディングス株式会社及び日本原子力発電株式会社によると、 

〇原子燃料サイクルを国の基本的方針とする我が国において、使用済燃料の貯蔵能

力を拡大し、原子燃料サイクルの運営の柔軟性を確保し、中長期的なエネルギー

安全保障に寄与する、といった RFS の本質的な意義は、立地をお願いした時か

ら現在に至るまで変わっていない 

○一方、原子力発電所の稼働状況や、それに伴う使用済燃料の発生状況は、立地を

お願いした時から変化しており、こうした状況変化も踏まえた上で、再処理工場

の処理能力を考慮しつつ、計画的に廃炉を進めていくためには、廃炉を決定した

発電所の使用済燃料の一部についても、再処理までの間、中間貯蔵施設において

安全に貯蔵し、管理の柔軟性を確保する必要があると考えている 

 とのことであり、そのように受け止めています。 

 

 

 

（38）前提条件に、高レベル放射性廃棄物の最終処分場及び原子力施設廃止措置

で発生する放射性廃棄物最終処分場並びにMOX 使用済核燃料用再処理工場

の安定的安全操業の確保、更には原子力政策、原子力事業に対する国民の理

解と信頼を得ることも含むべきと考えるが、それらを条件としない理由につ

いて伺う。 

 

答 リサイクル燃料備蓄センターに関する使用済燃料の搬入・搬出計画の検討の前提

条件について、東京電力ホールディングス株式会社によると、 

 ○原子燃料サイクルの推進という国の基本的方針のもと、中長期的な計画を検討す

るにあたり、前提条件として、中間貯蔵や再処理への搬出を含めた当社のサイク

ル運営全体の中で、使用済燃料の総量を検討するためにさまざまな条件を仮定と

して設定したものである。様々な変動要因がある中で、こうした前提のもとで、

使用済燃料貯蔵管理の観点から使用済燃料の総量を計算した検討状況のひとつ

をお示しした 

 とのことです。 

 


